
放射線測定器の点検と校正 
中村尚司（⼤学等放射線施設協議会顧問） 

 
 
令和 5 年 10 ⽉ 1 ⽇改正予定の放射性同位元素等の規制に関する法律施⾏規則 
第 20 条 

放射線測定器については、点検及び校正を 1 年毎に適切に組み合わせて⾏うこと 
 
そのガイドライン 
1）計量法に基づいて校正施設で実施するもの 
2) ⾃施設で⾏う校正された放射線測定器を標準測定器として⽤いる⽐較校正 
3) 以前に実施した校正が現在も有効であることを確認する確認校正（最新の JIS では機能
確認という） 
4) 測定の⽬的や対象に照らし、放射線測定器について必要な精度を確保することが説明で
きるもの 
 
点検及び校正を 1 年毎に適切に組み合わせて⾏うことについて 
 
点検及び校正の両⽅を毎年必ず両⽅実施するという意味ではない 
1 年毎に計画を⽴て、その中で適切な頻度で点検⼜は点検及び校正の両⽅を実施すること 
記録の保管が 5 年なので、５年に 1 回は校正が必要である。 
 
別図参照のこと 

令和3年度 大学等における放射線安全管理研修会 依頼講演要旨・資料
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日本保健物理学会 RI施設における放射線管理を目的とした測定の信頼性確保に関する専門研究会

アンケートご協力のお願い

現場で⾏なわれている放射線測定器の点検・校正の実情を調査しつつ、⼀⽅で放射線測定器の関連規格
（JISやIEC）を調査し、現場の実情にあった点検・校正の対応策を提案したい。

2023年10⽉1⽇から改正規則第20条が適⽤され、放射線の量・汚染の状況の測定等は、その「測定に⽤
いる放射線測定器については点検及び校正を1年ごとに適切に組み合わせて⾏うこと」で、測定の信頼
性の確保が求められるようになる。

（背景）

（⽬的）

（アンケートについて）

・2021年9⽉中に保健物理学会HP内に開設予定です。おおよそ、年末まで回答を募集する予定です。
・アンケートはGoogle form形式です。
・質問等に対応するため、専⽤連絡メールアドレスを設けます。

皆様、どうかご協⼒をお願いいたします。

専⾨研究会主査 ⿊澤 忠弘（AIST）
幹事 牧 ⼤介（京⼤）


